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梨
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梨
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改
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二

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
一

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
二
号

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 
太 

郎

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
六
年
山
梨
県
規
則
第

二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
午
後
四
時
」
を
「
午
後
二
時
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
富
士
山
吉
田
口
県

有
登
下
山
道
（
以
下
「
登
下
山
道
」
と
い
う
。
）
」
を
「
登
下
山
道
」
に
改
め
、
「
（
山
梨
県
登
山
の

安
全
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
午
後
四
時
」
を
「
午
後
二
時
」
に
改
め
、
同

条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
制
限
）

第
四
条
　
服
装
、
装
備
品
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
、
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
（
以
下
「
登
下

山
道
」
と
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
山
梨
県
登
山
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平

成
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
次
条
第
二
項
及
び
第
六

条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
命
又
は
身
体
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
条
例
第
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「
（第

7
条
関
係

）
」
を
「
（第

8
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「
（第

8
条
関
係

）
」
を
「
（第

9
条
関
係

）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
号

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
一
の
二
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
第
一
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の

二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
を
「
別

表
第
一
の
三
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
別
表
第
一
の
五
の

項
」
を
「
別
表
第
一
の
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
別
表
第

一
の
六
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中

「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
六
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
八
項
中
「
別
表
第
一
の
八
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と

し
、
同
条
第
九
項
中
「
別
表
第
一
の
九
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
八
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
別
表
第
一
の
十
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
九
の
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
別
表
第
一
の
十
一
の
項
」
を
「
別
表
第
一
の
十
の

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
と
し
、
同
項
の
規
則
で
定
め
る
情
報
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
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二

表
第
一
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　

第
一
条
の
規
定　

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
及
び
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法

施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
号
）
附
則
第
一
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日

二　

第
二
条
の
規
定　

公
布
の
日

山
梨
県
規
則
第
四
号

山
梨
県
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
及
び
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
九
号
中
「
、
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
並
び
に
役
員
が
私
立
学
校
法
第
三
十
八
条
第
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
学
校
教
育
法
第
九
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書

面
」
を
「
並
び
に
役
員
及
び
評
議
員
（
会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
、
会
計
監
査
人
を
含

む
。
）
の
名
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中
「
の
決
議
録
」
を
「
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定

を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
四
条
中
「
の
決
議
録
」
を
「
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
五
条
、
第
五
条
の
二
及
び
第
五
条
の
三
中
「
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
、
第
九

号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
」
に
、
「
の
決
議
録
」
を
「
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定

を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
こ
れ
を
永
久
に
」
を
「
こ
れ
ら
を
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
」
を
「
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
計
算
書
類
及
び
そ
の
附
属
明
細
書
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
第
八

号
」
を
「
第
三
条
第
五
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

一　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て

行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
外
国

人
生
活
保
護
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
事
務

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
事
務　

要
保
護
者
等
に
係
る
前
号
に
掲
げ
る
情
報
」
を
「
事
務
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
事
務　

要
保
護
者
等
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ
る

情
報
」
を
「
事
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
生
活
保
護
実
施
関
係
情
報
」
を
「
生
活
保

護
法
第
十
九
条
第
一
項
の
保
護
の
実
施
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条

第
九
項
の
保
護
の
変
更
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第

二
項
の
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
又
は
同
法
第
二
十
六
条
の
保
護
の
停
止
若
し
く
は
廃
止
に
関
す
る

情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

六
十
四
号
）
」
を
加
え
、
同
項
第
五
十
四
号
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
（
昭
和
三
十
九
年
法
律

第
百
二
十
九
号
）
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
五
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
及
び
」

を
「
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
一
項
及
び
」
に
、
「
平
成
十
九
年
改
正
法
」
を

「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
。
次
号
に
お
い
て
「
平
成
十
九
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
並
び
に
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」
を
「
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
こ
の
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
さ
れ
た
旧
法
」
を
「
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下

こ
の
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
六
号
中

「
第
十
四
条
第
四
項
並
び
に
」
を
「
第
十
四
条
第
四
項
（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
」
に
改

め
、
同
項
第
六
十
一
号
中
「
第
六
条
」
を
「
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
条
」
に
改

め
、
同
項
第
七
十
三
号
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
六
条
第

一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
第
三
の
二
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
一
の
項
」

に
、
「
同
表
二
の
項
」
を
「
同
表
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中

「
別
表
第
三
の
三
の
項
」
を
「
別
表
第
三
の
二
の
項
」
に
、
「
同
表
三
の
項
」
を
「
同
表
二
の
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

（
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
を
削
り
、
同
条
第
十
六
項
中
「
別
表
第
一
第
十
六
号
」
を
「
別
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梨
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外
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八
号
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年
三
月
十
三
日

三

二
）

二　

私
立
学
校
法
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
届
出　

清
算
人
届
出
書
（
第
二
十
四
号
様
式
の

三
）

三　

私
立
学
校
法
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出　

清
算
結
了
届
出
書
（
第
二
十
四
号
様
式

の
四
）

第
十
八
条
中
「
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第

十
三
号
」
に
、
「
の
決
議
録
」
を
「
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
の
決
議
録
」
を
「
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
」
を
「
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第

十
三
号
」
に
、
「
の
決
議
録
」
を
「
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
並
び
に
役
員
が
私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に

お
い
て
準
用
す
る
学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

」
を

「並
び
に
役
員
及
び
評
議
員

（会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は

会
計
監
査
人
を
含
む

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「１２　
私
立
学
校
の
設
置

の
名
簿

」
に
、
「１２　

私
立
学
校
の
設
置
に
係
る
理
事
会
の
決
議
録

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１３　
そ
の
他
知
事
が
必

に
係
る
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

要
と
認
め
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
三
号
様
式
注
2
中
「共

用
す
る
場
合
は

「備
考

」の
欄
に
共
用
す
る
相
手
方

」を

「
「備

考

」

の
欄
に
は
共
用
す
る
相
手
方
及
び
自
己
所
有
又
は
借
用
の
別

（借
用
の
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
相

手
方
を
含
む

）
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
注
1
中
「各

棟

」
を
「棟

」
に
改
め
、
同
様
式
注
2
中
「各

教
室
等

」
を
「教

室
等

」
に
改
め
、
同
様
式
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

3

　

「備
考

」の
欄
に
は
共
用
す
る
相
手
方
及
び
自
己
所
有
又
は
借
用
の
別

（借
用
の
場
合

に
あ
つ
て
は

そ
の
相
手
方
を
含
む

）を
記
入
す
る
こ
と

第
六
号
様
式
中
「第

4
条

」
を
「第

4
条
第

1
項

」
に
、
「の

決
議
録

」
を
「及

び
評
議
員
会
の

意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
並
び
に
役
員
が
私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に

お
い
て
準
用
す
る
学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

」
を

「並
び
に
役
員
及
び
評
議
員

（会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は

会
計
監
査
人
を
含
む

）

の
名
簿

」に
「１１　

設
置
者
変
更
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
会

　
　
　
　

「１１　
設
置
者
変
更
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
法
人
又
は
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
会

の
決
議
録

」
を

　
　
　
　
　

１２　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
二
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
四
十
四
条

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
十
七
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号

中
「
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
書
類
」
を
「
が
分
か
る
書
類
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
二
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
第
九
号
」
に
、
「
合

併
前
の
各
学
校
法
人
の
沿
革
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
書
類
」
を
「
次
の
と
お
り
」
に
改
め
、
同
項
に

次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

合
併
前
の
各
学
校
法
人
の
沿
革
が
分
か
る
書
類

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
二
条
第
四
項
中
「
第
九
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
施
行
規
則
第
四
条
第

三
項
第
三
号
」
を
「
第
五
十
七
条
第
六
項
第
四
号
」
に
、
「
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第

二
項
各
号
」
を
「
次
」
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

私
立
学
校
設
置
の
た
め
の
施
設
費
及
び
設
備
費
の
財
源
調
書
（
第
八
号
様
式
）

二　

生
徒
等
納
付
金
等
調
書
（
第
十
号
様
式
）

三　

寄
附
行
為

四　

当
該
学
校
法
人
の
沿
革
が
分
か
る
書
類

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
三
条
中
「
第
二
条
第
四
項
、
第
四
条
第
七
項
及
び
第
十
一
項
並
び
に
第
九
条
第
六
項
」
を

「
第
三
条
第
五
項
、
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
五
十
七
条
第
六
項
」
に
、
「
の
所

轄
に
属
す
る
学
校
法
人
の
設
置
す
る
私
立
学
校
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
年
度
又
は
設
置
し
て
い
る
私

立
学
校
に
課
程
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
の
八
月
三
十
一
日
と
す
る
」
を
「
が
別
に
定

め
る
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
号
中
「
第
二
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第

四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第

四
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
第
四
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
第
一
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

私
立
学
校
法
に
規
定
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
届
出

書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一　

私
立
学
校
法
第
百
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出　

解
散
届
出
書
（
第
二
十
四
号
様
式
の
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四

び
評
議
員

（会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は

会
計
監
査
人
を
含
む

）の
名
簿

」
に
、
「

設
立
者
の
履
歴
書
及
び
設
立
者
が
私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に
お
い
て
準
用
す
る
学
校
教
育
法

第
9
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

」
を
「設

立
代
表
者
の
履
歴
書

」
に

、
「役

員
の
う
ち
に

各
役
員
に
つ
い
て

そ
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
が

1
人
を
超
え

て
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

」
を
「私

立
学
校
法
施
行
規
則
第

3
条
第

1
項
第

5
号
か

ら
第

8
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（同
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は

会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「１５　
生
徒
等
納
付
金
等
調
書

限
る

）
」
に
、
「１５　

生
徒
等
納
付
金
等
調
書

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１６　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

に
改
め
る
。

」
第
二
十
一
号
様
式
中
「第

４
５
条
第

1
項

」
を
「第

108条
第

3
項

」
に
、
「第

4
条
第　
　

項

」
を
「第

４
４
条

（第
6
項
・
第

9
項
・
第
１
０
項
・
第
１
１
項

）
」
に
改
め
、
同
様
式
注
1
中

「第
４
２
条
に
規
定
す
る
手
続

」
を
「第

１
０
８
条
第

1
項
及
び
第

2
項
に
規
定
す
る
手
続

（同
項

に
規
定
す
る
手
続
に
代
え
て
評
議
員
会
の
決
議
を
要
す
る
旨
を
寄
附
行
為
を
も
つ
て
定
め
た
学
校
法

人
及
び
大
臣
所
轄
学
校
法
人
等

（同
法
第
１
５
０
条
の
軽
微
な
変
更
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め

る
も
の
以
外
の
寄
附
行
為
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る

）に
あ
つ
て
は

評
議
員
会
の
決
議

）
」
に
改
め
、
同
様
式
注
3
中
「第

4
条
第

7
項
に
規
定
す
る

」
を
「第

４
４
条
第

6
項
に
掲
げ
る

」
に
改
め
、
同
様
式
注
4
中
「第

4
条
第
１
０
項
に
規
定
す
る

」
を
「第

４
４
条
第

9
項
に
掲
げ
る

」
に
改
め
、
同
様
式
注
5
中
「第

4
条
第
１
１
項

」
を
「第

４
４
条
第
１
０
項

」
に

改
め
、
同
様
式
注
6
中
「第

4
条
第
１
２
項
に
規
定
す
る

」
を
「第

４
４
条
第
１
１
項
に
掲
げ
る

」

に
改
め
、
同
様
式
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

7　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
二
十
二
号
様
式
中
「第

５
０
条
第

2
項

」
を
「第

１
０
９
条
第

3
項

」
に
、
「第

5
条

」
を
「

第
４
７
条

」
に
、
「第

５
０
条
第

1
項
第

1
号
に
規
定
す
る
手
続

（私
立
学
校
法
第
４
２
条
第

1
項

に
規
定
す
る
手
続
を
含
む

）又
は
寄
附
行
為
所
定
の
手
続

（私
立
学
校
法
第
４
２
条
に
規
定
す
る

手
続

」
を
「第

１
０
９
条
第

1
項
第

1
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
寄
附
行
為
所
定
の
手
続

（

同
号
に
規
定
す
る
手
続
及
び
同
条
第

2
項
に
規
定
す
る
手
続

（同
項
に
規
定
す
る
手
続
に
代
え
て
評

議
員
会
の
決
議
を
要
す
る
旨
を
寄
附
行
為
を
も
つ
て
定
め
た
学
校
法
人
及
び
大
臣
所
轄
学
校
法
人
等

に
あ
つ
て
は

評
議
員
会
の
決
議

）
」
に
、
「6　

当
該
学
校
法
人
の
沿
革
そ
の
他
の
参
考
と
な
る

　
　

「6　
当
該
学
校
法
人
の
沿
革
が
分
か
る
書
類

書
類

」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　

7　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類　

」

及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
七
号
様
式
の
二
中
「第

4
条
の

2

」
を
「第

5
条
第

3
項

」
に
、
「通

信
教
育
に
つ
い
て
協
力

す
る
高
等
学
校

」
を
「通

信
教
育
連
携
協
力
施
設

」
に
、
「

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
並
び
に
役

員
が
私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に
お
い
て
準
用
す
る
学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

」
を
「並

び
に
役
員
及
び
評
議
員

（会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に

あ
つ
て
は

会
計
監
査
人
を
含
む

）の
名
簿

」
に
、
「１１　

学
則
変
更
に
係
る
理
事
会
の
決
議
書

「１１　
学
則
変
更
に
係
る
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る

　

１２　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

。
第
七
号
様
式
の
三
中
「第

4
条
の

2
」
を
「第

5
条
第

3
項

」
に
、
「

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴

書
並
び
に
役
員
が
私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に
お
い
て
準
用
す
る
学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に

該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

」
を
「並

び
に
役
員
及
び
評
議
員

（会
計
監
査
人
を

置
く
場
合
に
あ
つ
て
は

会
計
監
査
人
を
含
む

）の
名
簿

」
に
、
「１１　
定
員
変
更
に
係
る
理
事

　
　
　
　
　

「１１　
定
員
変
更
に
係
る
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

会
の
決
議
録

」
を

　
　
　
　
　
　

１２　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

に
改
め
る
。

」
第
十
二
号
様
式
中
「第

5
条

」
を
「第

5
条
第

2
項

」
に
、
「の

決
議
録

」
を
「及

び
評
議
員
会

の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「3　
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定

第
十
三
号
様
式
中
「3　

理
事
会
の
決
議
録

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

4　
校
地

（校
舎

）の
変
更
前
及
び
変
更
後

を
証
す
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

の
概
要
が
分
か
る
書
類

」

第
十
四
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
、
第
十
八
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
中
「の

決
議
録

」
を
「

及
び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「第

３
０
条

」
を
「第

２
３
条

」
に
、
「第

2
条

」
を
「第

3
条

」
に
、
「役

員
の
名
簿

就
任
承
諾
書
及
び
履
歴
書
並
び
に
役
員
が
私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に
お
い
て
準

用
す
る
学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

」
を
「役

員
及



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
八
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

五

校
法
人

（準
学
校
法
人

）の
沿
革
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
書
類

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１６　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と

校
法
人

）の
沿
革
が
分
か
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

認
め
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
二
十
三
号
様
式
中
「第

５
２
条
第

2
項

」
を
「第

１
２
６
条
第

3
項

」
に
、
「第

6
条

」
を
「

第
４
８
条

」
に
、
「第

５
２
条
第

1
項
の
手
続

（私
立
学
校
法
第
４
２
条
に
規
定
す
る

」
を
「第

１
２
６
条
第

1
項
及
び
第

2
項
に
規
定
す
る
手
続

（同
項
に
規
定
す
る
手
続
に
代
え
て
評
議
員
会
の
決

議
を
要
す
る
旨
を
寄
附
行
為
を
も
つ
て
定
め
た
学
校
法
人
及
び
大
臣
所
轄
学
校
法
人
等
に
あ
つ
て
は

評
議
員
会
の
決
議

）
（そ

の
他
寄
附
行
為
を
も
つ
て
定
め
る
手
続
が
あ
る
場
合
は

当
該

」
に
、

「第
５
５
条

」
を
「第

１
２
９
条

」
に
、
「役

員
の
名
簿

就
任
承
諾
書

（合
併
後
存
続
す
る
学
校

法
人
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
役
員
た
る
者
の
就
任
承
諾
書
を
除
く

）及
び
履
歴
書
並
び
に
役
員
が

私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に
お
い
て
準
用
す
る
学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で

あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

」
を
「役

員
及
び
評
議
員

（会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は

会
計
監
査
人
を
含
む

）の
名
簿

」
に
、
「役

員
の
う
ち
に

各
役
員
に
つ
い
て

そ
の
配
偶
者
又

は
三
親
等
以
内
の
親
族
が

1
人
を
超
え
て
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

」
を
「私
立
学
校

法
施
行
規
則
第
４
８
条
第

1
項
第

5
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

」
に
、
「１４　
合
併
前
の
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「１４　
合
併
前
の
各
学
校
法
人
の
沿
革
が
分
か

学
校
法
人
の
沿
革
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
書
類

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１５　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

る
書
類　

　

に
改
め
る
。

　

」

第
二
十
四
号
様
式
中
「第

６
４
条
第

6
項

」
を
「第

１
５
２
条
第

7
項

」
に
、
「第

9
条
の

」
を

「第
５
７
条
の

」
に
、
「第

４
２
条
に
規
定
す
る
手
続

」
を
「第

１
０
８
条
第

1
項
及
び
第

2
項

（

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
１
５
２
条
第

6
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
に
規
定
す
る
手

続
（同

法
第
１
０
８
条
第

2
項

（同
法
第
１
５
２
条
第

6
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）

に
規
定
す
る
手
続
に
代
え
て
評
議
員
会
の
決
議
を
要
す
る
旨
を
寄
附
行
為
を
も
つ
て
定
め
た
学
校
法

人

（同
法
第
１
５
２
条
第

6
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

準
学
校
法
人

）及
び
大
臣

所
轄
学
校
法
人
等

（同
法
第
１
５
２
条
第

6
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

同
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
２
条
に
規
定
す
る
大
臣
所
轄
学
校
法
人
等

）に
あ
つ
て
は

評
議
員
会

の
決
議

）
」
に
、
「役

員
の
名
簿

就
任
承
諾
書
及
び
履
歴
書
並
び
に
役
員
が
私
立
学
校
法
第
３
８

条
第

8
項
に
お
い
て
準
用
す
る
学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す

る
書
面

」
を
「役
員
及
び
評
議
員

（会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は

会
計
監
査
人
を
含
む

）の
名
簿

」
に
、
「役

員
の
う
ち
に

各
役
員
に
つ
い
て

そ
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親

族
が

1
人
を
超
え
て
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

」
を
「私

立
学
校
法
施
行
規
則
第

3
条

第
1
項
第

5
号
か
ら
第

8
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（同
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
会
計
監
査

人
を
置
く
学
校
法
人
又
は
準
学
校
法
人
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合
に
限
る

）
」
に
、
「１５　

当
該
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「１５　
当
該
学
校
法
人

（準
学



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
八
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

六

第２４号様式の２（第１６条関係） 

年  月  日 

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

清算人 

住所 

氏名             印 

 

 

解散届出書 

 

  学校法人    を解散したので、私立学校法第１０９条第５項の規定により、関係

書類を添えて届け出ます。 
 

 １ 解散の事由 

  

 ２ 解散の時期 

 

添付書類 

 １ 登記事項証明書 
 ２ 清算人の履歴書及び身分証明書 

第24号様式の2（第16条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
八
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

七

第２４号様式の３（第１６条関係） 

年  月  日 

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

清算人 

住所 

氏名             印 

 

 

清算人届出書 

 

  学校法人    の清算人に就職したので、私立学校法第１１５条の規定により、関

係書類を添えて届け出ます。 

 

添付書類 

１ 登記事項証明書 

 ２ 清算人の履歴書及び身分証明書 

 

第24号様式の3（第16条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
八
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

八

第２４号様式の４（第１６条関係） 

年  月  日 

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

清算人 

住所 

氏名             印 

 

 

清算結了届出書 

 

  学校法人    は、    年  月  日解散し、    年  月  日清算

を結了したので、私立学校法第１２２条の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 
 

添付書類 

１ 清算の内容が分かる書類 

２ 登記事項証明書 

 

第24号様式の4（第16条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
八
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「1　
登
記
事
項
証
明
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2　
理
事
長
及
び
寄
附

第
二
十
五
号
様
式
中
「第

1
条
第

1
項

」
を
「第

6
条
第

1
項

」
に
、　
　

（1

）

　
役
員
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（2

）

　
役
員
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（3

）

　
寄
附
行
為

行
為
で
定
め
た
代
表
権
を
有
す
る
理
事
の
就
任
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次
の
書
類

簿
就
任
承
諾
書
及
び
履
歴
書
並
び
に
役
員
が
私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に
お
い
て
準
用
す
る

ち
に

各
役
員
に
つ
い
て

そ
の
配
偶
者
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
が

1
人
を
超
え
て
含
ま
れ
て
い

所
定
の
手
続

（私
立
学
校
法
第
４
２
条
に
規
定
す
る
手
続
を
含
む

）を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面　

を

「　

登
記
事
項
証

な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類

」

明
書

」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
八
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

一
〇

第２６号様式（第１６条関係） 

年  月  日 

 

 

  山梨県知事 殿 

 

 

届出人 

住所 

氏名             印 

 

 

学校法人理事等就（退）任届出書 
 

  このたび学校法人    の理事・監事・評議員・会計監査人に次のとおり変更があ

りましたので、私立学校法施行令第６条第２項の規定により関係書類を添えてお届けい

たします。 
 
添付書類 
１ 理事、監事及び評議員（会計監査人を置く場合にあつては、会計監査人を含む。）

の名簿及び新旧対照表 
２ 理事、監事、評議員又は会計監査人の就任に係るものである場合 
（１）私立学校法第３条第１項第５号から第８号までに掲げる書類 
（２）理事が私立学校法第３１条第２項（同法第１５２条第６項において準用する場

合を含む。）に該当しない者であることを証する書類 
（３）理事のうちに、私立学校法第３１条第４項第２号（同法第１５２条第６項にお

いて準用する場合を含む。）に掲げる者が１人以上（大臣所轄学校法人等（同法

第１５２条第６項において準用する場合にあつては、同項において準用する同法

第１４３条に規定する大臣所轄学校法人等）にあつては、２人以上）含まれてい

ることを証する書類 
（４）評議員が私立学校法第６２条第２項（同法第１５２条第６項において準用する

場合を含む。）に該当しない者であることを証する書類 
（５）理事又は理事会が選任した評議員の数が評議員の総数の２分の１を超えていな

いことを証する書類 
（６）理事、監事又は評議員の就任に係る届出にあつては、寄附行為所定の手続（私立

学校法第３０条第２項（同法第１５２条第６項において準用する場合を含む。）に

規定する手続（同法第３０条第２項の手続に代えて評議員会の決議を要する旨を

寄附行為をもつて定めた学校法人（同法第１５２条第６項において準用する場合

にあつては、準学校法人）にあつては、評議員会の決議）を含む。）を経たこと

を証する書類 
（７）会計監査人の就任に係る届出にあつては、評議員会の決議を経たことを証する

書類 

第26号様式（第16条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
八
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
三
日

一
一

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
私
立
学
校

法
等
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

山
梨
県
規
則
第
五
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
三
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
百
九
十
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三
百
九
十
八
の
二　

家
畜
人
工
授
精
講
習
手
数
料

三
百
九
十
八
の
三　

家
畜
人
工
授
精
及
び
家
畜
体
内
受
精
卵
移
植
講
習
手
数
料

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
十
六
号
様
式
の
二
中
「第

４
５
条
第

2
項

」
を
「第

１
０
８
条
第

5
項

」
に
、
「第

4
条
の

3
第

2
項

」
を
「第

４
６
条
第

2
項

」
に
、
「第

４
２
条
に
規
定
す
る
手
続

」
を
「第

１
０
８
条
第

1
項
及
び
第

2
項
に
規
定
す
る
手
続

（同
項
に
規
定
す
る
手
続
に
代
え
て
評
議
員
会
の
決
議
を
要
す

る
旨
を
寄
附
行
為
を
も
つ
て
定
め
た
学
校
法
人
及
び
大
臣
所
轄
学
校
法
人
等

（同
法
第
１
５
０
条
の

軽
微
な
変
更
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
寄
附
行
為
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う

と
す
る
も
の
に
限
る

）に
あ
つ
て
は

評
議
員
会
の
決
議

）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中
「第

１
８
７
条

」
を
「第

１
８
７
条
第

1
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

3
条

」
に
、
「

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
並
び
に
役
員
が
私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に
お
い
て

準
用
す
る
学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

」
を
「並
び

に
役
員
及
び
評
議
員

（会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は

会
計
監
査
人
を
含
む

）の
名
簿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「１１　
課
程
設
置
に
係
る
理
事
会
及
び
評

」
に
、
「１１　

課
程
設
置
に
係
る
理
事
会
の
決
議
録

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１２　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書

議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

第
二
十
八
号
様
式
中
「第

１
８
８
条

」
を
「第

１
８
８
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
１
５
条

」

に
、
「の

決
議
録

」
を
「及

び
評
議
員
会
の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
中
「第

１
１
条

」
を
「第

１
８
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
１
１
条

」
に

、
「

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書
並
び
に
役
員
が
私
立
学
校
法
第
３
８
条
第

8
項
に
お
い
て
準
用
す

る
学
校
教
育
法
第

9
条
各
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

」
を
「並

び
に
役
員

及
び
評
議
員

（会
計
監
査
人
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は

会
計
監
査
人
を
含
む

）の
名
簿

」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「１１　
目
的
変
更
に
係
る
理
事
会
及
び
評
議
員
会

「１１　
目
的
変
更
に
係
る
理
事
会
の
決
議
録

」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１２　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

の
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

（
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
十
二
第
四
号
中
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め

る
。

附

則
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梨
県
公
報
号
外
　
　
第
八
号
　
　
令
和
七
年
三
月
十
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二


